
 

 

議案第６０号 

 

山陽小野田市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

山陽小野田市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和５年９月５日提出 

 

山陽小野田市長 藤 田 剛 二   

 

山陽小野田市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

山陽小野田市道路占用料徴収条例（平成１７年山陽小野田市条例第９６号）

の一部を次のように改正する。 

別表備考以外の部分を次のように改める。 

占用物件 単位 占用料 

法第３２

条第１項

第１号に

掲げる工

作物 

第１種電柱 １本につき１年 ４８０円 

第２種電柱 ７３０円 

第３種電柱 ９９０円 

第１種電話柱 ４３０円 

第２種電話柱 ６８０円 

第３種電話柱 ９４０円 

その他の柱類 ４３円 

共架電線その他上空に設

ける線類 

長さ１メートル

につき１年 

４円 

地下に設ける電線その他

の線類 

３円 

路上に設ける変圧器 １個につき１年 ４２０円 

地下に設ける変圧器 占用面積１平方

メートルにつき

１年 

２６０円 



 

 

変圧塔その他これに類す

るもの及び公衆電話所 

１個につき１年 ８５０円 

郵便差出箱及び信書便差

出箱 

３６０円 

広告塔 表示面積１平方

メートルにつき

１年 

８７０円 

その他のもの 占用面積１平方

メートルにつき

１年 

８５０円 

法第３２

条第１項

第２号に

掲げる物

件 

外径が０．０７メートル

未満のもの 

長さ１メートル

につき１年 

１８円 

外径が０．０７メートル

以上０．１メートル未満

のもの 

２６円 

外径が０．１メートル以

上０．１５メートル未満

のもの 

３８円 

外径が０．１５メートル

以上０．２メートル未満

のもの 

５１円 

外径が０．２メートル以

上０．３メートル未満の

もの 

７７円 

外径が０．３メートル以

上０．４メートル未満の

もの 

１００円 



 

 

外径が０．４メートル以

上０．７メートル未満の

もの 

１８０円 

外径が０．７メートル以

上１メートル未満のもの 

２６０円 

外径が１メートル以上の

もの 

５１０円 

法第３２

条第１項

第３号に

掲げる施

設 

自

動

運

行

補

助

施

設 

法第２条第

２項第５号

に規定する

自動運行装

置による検

知の対象と

して設置す

る導線その

他の線類 

地下に

設ける

もの 

長さ１メートル

につき１年 

３円 

その他

のもの 

９円 

道路の構造又は交通

の状況を表示する標

示柱その他の柱類 

１本につき１年 ６８０円 

その他のも

の 

上空に

設ける

もの 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

４３０円 

地下に

設ける

もの 

２６０円 

その他のもの ８５０円 

法第３２条第１項第４号に掲げる施

設 

８５０円 



 

 

法第３２

条第１項

第５号に

掲げる施

設 

地下街及び地下

室 

階数が

１のも

の 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

Ａに０．００４

を乗じて得た額 

階数が

２のも

の 

Ａに０．００６

を乗じて得た額 

階数が

３以上

のもの 

Ａに０．００７

を乗じて得た額 

上空に設ける通路 ４３０円 

地下に設ける通路 ２６０円 

その他のもの ８５０円 

法第３２

条第１項

第６号に

掲げる施

設 

祭礼、縁日その他の催し

に際し、一時的に設ける

もの 

占用面積１平方

メートルにつき

１日 

９円 

その他のもの 占用面積１平方

メートルにつき

１月 

８７円 

道路法施

行令（昭

和２７年

政令第 

４７９

号。以下

この表に

おいて

「令」と

いう。）

第７条第

看板（アーチで

あるものを除

く。） 

一時的

に設け

るもの 

表示面積１平方

メートルにつき

１月 

８７円 

その他

のもの 

表示面積１平方

メートルにつき

１年 

８７０円 

標識 １本につき１年 ６８０円 

旗ざお 祭礼、

縁日そ

の他の

催しに

１本につき１日 
 

９円 

 

 

 



 

 

１号に掲

げる物件 

際し、

一時的

に設け

るもの 

 
 

その他

のもの 

１本につき１月 ８７円 

幕（令第７条第

４号に掲げる工

事用施設である

ものを除く。） 

祭礼、

縁日そ

の他の

催しに

際し、

一時的

に設け

るもの 

その面積１平方

メートルにつき

１日 

９円 

その他

のもの 

その面積１平方

メートルにつき

１月 

８７円 

アーチ 車道を

横断す

るもの 

１基につき１月 ８７０円 

その他

のもの 

４３０円 

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平方

メートルにつき

１年 

８５０円 

令第７条第３号に掲げる施設 Ａに０．０３１

を乗じて得た額 

令第７条第４号に掲げる工事用施設

及び同条第５号に掲げる工事用材料 

占用面積１平方

メートルにつき

１月 

８７円 

令第７条第６号に掲げる仮設建築物

及び同条第７号に掲げる施設 

８５円 



 

 

令第７条

第８号に

掲げる施

設 

トンネルの上又は高架の

道路の路面下（当該路面

下の地下を除く。）に設

けるもの 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 
 

Ａに０．０１４

を乗じて得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０１７

を乗じて得た額 

地下（トンネル

の上の地下を除

く。）に設ける

もの 

階数が

１のも

の 

Ａに０．００４

を乗じて得た額 

階数が

２のも

の 

Ａに０．００６

を乗じて得た額 

階数が

３以上

のもの 

Ａに０．００７

を乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０２５

を乗じて得た額 

令第７条

第９号に

掲げる施

設 

建築物 Ａに０．０１９

を乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０１４

を乗じて得た額 

令第７条

第１０号

に掲げる

施設及び

自動車駐

車場 

建築物 Ａに０．０２２

を乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０１４

を乗じて得た額 



 

 

令第７条

第１１号

に掲げる

応急仮設

建築物 

トンネルの上又は高架の

道路の路面下に設けるも

の 

Ａに０．０１９

を乗じて得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０２２

を乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０３１

を乗じて得た額 

令第７条第１２号に掲げる器具 Ａに０．０２５

を乗じて得た額 

令第７条

第１３号

に掲げる

施設 

トンネルの上又は自動車

専用道路（高架のものに

限る。）の路面下に設け

るもの 

 

Ａに０．０１９

を乗じて得た額 

上空に設けるもの 

 

Ａに０．０２２

を乗じて得た額 

その他のもの 

 

Ａに０．０３１

を乗じて得た額 

令第７条第１４号に掲げる施設 

 

Ａに０．０３１

を乗じて得た額 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の山陽小野田市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日

以後に占用の許可をしたものから適用し、同日前に占用の許可をしたものに

ついては、なお従前の例による。
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議案第６０号参考資料 

山陽小野田市道路占用料徴収条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

     

占用物件 単位 占用料 

法第３２

条第１項

第１号に

掲げる工

作物 

第１種電柱 １本につき１

年 

４８０円 

第２種電柱 ７３０円 

第３種電柱 ９９０円 

第１種電話柱 ４３０円 

第２種電話柱 ６８０円 

第３種電話柱 ９４０円 

その他の柱類 ４３円 

共架電線その他上空に

設ける線類 

長さ１メート

ルにつき１年 

４円 

地下に設ける電線その

他の線類 

３円 

路上に設ける変圧器 １個につき１

年 

４２０円 

地下に設ける変圧器 占用面積１平

方メートルに

つき１年  

２６０円 

占用料の額 

占用物件 単位 占用料 

法第３２

条第１項

第１号に

掲げる工

作物 

第１種電柱 １本につき１

年 

３５０円 

第２種電柱 ５４０円 

第３種電柱 ７３０円 

第１種電話柱 ３２０円 

第２種電話柱 ５００円 

第３種電話柱 ６９０円 

その他の柱類 ３２円 

共架電線その他上空に

設ける線類 

長さ１メート

ルにつき１年 

３円 

地下に設ける電線その

他の線類 

２円 

路上に設ける変圧器 １個につき１

年 

３１０円 

地下に設ける変圧器 占用面積１平

方メートルに

つき１年 

１９０円 
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変圧塔その他これに類

するもの及び公衆電話

所 

１個につき１

年 

８５０円 

郵便差出箱及び信書便

差出箱 

３６０円 

広告塔 表示面積１平

方メートルに

つき１年 

８７０円 

その他のもの 占用面積１平

方メートルに

つき１年 

８５０円 

法第３２

条第１項

第２号に

掲げる物

件 

外径が０．０７メート

ル未満のもの 

長さ１メート

ルにつき１年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８円 

外径が０．０７メート

ル以上０．１メートル

未満のもの 

２６円 

外径が０．１メートル

以上０．１５メートル

未満のもの 

３８円 

外径が０．１５メート

ル以上０．２メートル

未満のもの 

５１円 

外径が０．２メートル

以上０．３メートル未

満のもの 

７７円 

変圧塔その他これに類

するもの及び公衆電話

所 

１個につき１

年 

６３０円 

郵便差出箱及び信書便

差出箱 

２７０円 

広告塔 表示面積１平

方メートルに

つき１年 

９６０円 

その他のもの 占用面積１平

方メートルに

つき１年 

６３０円 

法第３２

条第１項

第２号に

掲げる物

件 

外径が７０ミリメート

ル未満のもの 

長さ１メート

ルにつき１年 

１３円 

外径が７０ミリメート

ル以上１００ミリメー

トル未満のもの 

１９円 

外径が１００ミリメー

トル以上１５０ミリメ

ートル未満のもの 

２８円 

外径が１５０ミリメー

トル以上２００ミリメ

ートル未満のもの 

３８円 

外径が２００ミリメー

トル以上３００ミリメ

ートル未満のもの 

５７円 



- 3 - 

外径が０．３メートル 

以上０．４メートル未

満のもの 

  １００円 

外径が０．４メートル

以上０．７メートル未

満のもの 

１８０円 

外径が０．７メートル

以上１メートル未満の

もの 

２６０円 

外径が１メートル以上

のもの 

５１０円 

法第３２

条第１項

第３号に

掲げる施

設 

自

動

運

行

補

助

施

設 

法第２条第

２項第５号

に規定する

自動運行装

置による検

知の対象と

して設置す

る導線その

他の線類 

地下に

設ける

もの 

長さ１メート

ルにつき１年 

３円 

その他

のもの 

９円 

道路の構造又は交

通の状況を表示す

る標示柱その他の

柱類 

１本につき１

年 

６８０円 

その他のも

の 

上空に

設ける

もの 

占用面積１平

方メートルに

つき１年 

４３０円 

外径が３００ミリメー

トル以上４００ミリメ

ートル未満のもの 

７６円 

外径が４００ミリメー

トル以上７００ミリメ

ートル未満のもの 

１３０円 

外径が７００ミリメー

トル以上１，０００ミ

リメートル未満のもの 

１９０円 

外径が１，０００ミリ

メートル以上のもの 

３８０円 
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地下に

設ける

もの 

  ２６０円 

その他のもの ８５０円 

法第３２条第１項第４号に掲げ

る施設 

占用面積１平

方メートルに

つき１年 

８５０円 

法第３２

条第１項

第５号に

掲げる施

設 

地下街及び地

下室 

階数が

１のも

の 

Ａに 

０．００４を

乗じて得た額 

階数が

２のも

の 

Ａに 

０．００６を

乗じて得た額 

階数が

３以上

のもの 

Ａに 

０．００７を

乗じて得た額 

上空に設ける通路 ４３０円 

地下に設ける通路 ２６０円 

その他のもの ８５０円 

法第３２

条第１項

第６号に

掲げる施

設 

祭礼、縁日その他の催

しに際し、一時的に設

けるもの 

占用面積１平

方メートルに

つき１日 

９円 

その他のもの 占用面積１平

方メートルに

つき１月 

  

８７円 

  

法第３２条第１項第３号及び第

４号に掲げる施設 

占用面積１平

方メートルに

つき１年 

６３０円 

法第３２

条第１項

第５号に

掲げる施

設 

地下街及び地

下室 

階数が

１のも

の 

Ａに 

０．００５を

乗じて得た額 

階数が

２のも

の 

Ａに 

０．００８を

乗じて得た額 

階数が

３以上

のもの 

Ａに０．０１

を乗じて得た

額 

上空に設ける通路 ４８０円 

地下に設ける通路 ２９０円 

その他のもの ６３０円 

法第３２

条第１項

第６号に

掲げる施

設 

祭礼、縁日その他の催

しに際し、一時的に設

けるもの 

占用面積１平

方メートルに

つき１日 

１０円 

その他のもの 占用面積１平

方メートルに

つき１月 

 

９６円 
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道路法施

行令（昭

和２７年

政令第 

４ ７ ９

号。以下

この表に

お い て

「令」と

いう。）

第７条第

１号に掲

げる物件 

看板（アーチ

であるものを

除く。） 

一時的

に設け

るもの 

表示面積１平

方メートルに

つき１月 

８７円 

その他

のもの 

表示面積１平

方メートルに

つき１年 

８７０円 

標識 １本につき１

年 

６８０円 

旗ざお 祭礼、

縁日そ

の他の

催しに

際し、

一時的

に設け

るもの 

１本につき１

日 

９円 

その他

のもの 

１本につき１

月 

８７円 

幕（令第７条

第４号に掲げ

る工事用施設

であるものを

除く。） 

祭礼、

縁日そ

の他の

催しに

際し、

一時的

に設け

るもの 

その面積１平

方メートルに

つき１日 

９円 

道路法施

行令（昭

和２７年

政令第 

４７９

号。以下

この表に

おいて

「令」と

いう。）

第７条第

１号に掲

げる物件 

看板（アーチ

であるものを

除く。） 

一時的

に設け

るもの 

表示面積１平

方メートルに

つき１月 

９６円 

その他

のもの 

表示面積１平

方メートルに

つき１年 

９６０円 

標識 １本につき１

年 

５００円 

旗ざお 祭礼、

縁日そ

の他の

催しに

際し 

一時的

に設け

るもの 

１本につき１

日 

１０円 

その他

のもの 

１本につき１

月 

９６円 

幕（令第７条

第４号に掲げ

る工事用施設

であるものを

除く。） 

祭礼、

縁日そ

の他の

催しに

際し、

一時的

に設け

るもの 

その面積１平

方メートルに

つき１日 

１０円 
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その他

のもの 

その面積１平

方メートルに

つき１月 

８７円 

アーチ 車道を

横断す

るもの 

１基につき１

月 

８７０円 

その他

のもの 

４３０円 

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平

方メートルに

つき１年 

８５０円 

令第７条第３号に掲げる施設 Ａに 

０．０３１を

乗じて得た額 

令第７条第４号に掲げる工事用

施設及び同条第５号に掲げる工

事用材料 

占用面積１平

方メートルに

つき１月 

８７円 

令第７条第６号に掲げる仮設建

築物及び同条第７号に掲げる施

設 

８５円 

令第７条

第８号に

掲げる施

設 

トンネルの上又は高架

の道路の路面下（当該

路 面 下 の 地 下 を 除

く。）に設けるもの 

占用面積１平

方メートルに

つき１年 

Ａに 

０．０１４を

乗じて得た額 

上空に設けるもの 
 

Ａに 

０．０１７を

乗じて得た額 

地下（トンネ

ルの上の地下

階数が

１のも

の 

Ａに 

０．００４を

乗じて得た額 

その他

のもの 

その面積１平

方メートルに

つき１月 

９６円 

アーチ 車道を

横断す

るもの 

１基につき１

月 

９６０円 

その他

のもの 
４８０円 

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平

方メートルに

つき１年 

６３０円 

令第７条第３号に掲げる施設 Ａに 

０．０３４を

乗じて得た額 

令第７条第４号に掲げる工事用

施設及び同条第５号に掲げる工

事用材料 

占用面積１平

方メートルに

つき１月 

９６円 

令第７条第６号に掲げる仮設建

築物及び同条第７号に掲げる施

設 

６３円 
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を除く。）に

設けるもの 

階数が

２のも

の 

Ａに 

０．００６を

乗じて得た額 

階数が

３以上

のもの 

Ａに 

０．００７を

乗じて得た額 

その他のもの Ａに 

０．０２５を

乗じて得た額 

令第７条

第９号に

掲げる施

設 

建築物 Ａに 

０．０１９を

乗じて得た額 

その他のもの Ａに 

０．０１４を

乗じて得た額 

令第７条

第１０号

に掲げる

施設及び

自動車駐

車場 

建築物 Ａに 

０．０２２を

乗じて得た額 

その他のもの Ａに 

０．０１４を

乗じて得た額 

令第７条

第１１号

に掲げる

応急仮設

建築物 

トンネルの上又は高架

の道路の路面下に設け

るもの 

Ａに 

０．０１９を

乗じて得た額 

上空に設けるもの 

 

 

  

Ａに 

０．０２２を

乗じて得た額 
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その他のもの 

 

  

Ａに 

０．０３１を

乗じて得た額 

令第７条第１２号に掲げる器具 Ａに 

０．０２５を

乗じて得た額 

令第７条

第１３号

に掲げる

施設 

トンネルの上又は自動

車専用道路（高架のも

のに限る。）の路面下

に設けるもの 

 
Ａに０．０１

９を乗じて得

た額 

上空に設けるもの 
 

Ａに 

０．０２２を

乗じて得た額 

その他のもの 
 

Ａに 

０．０３１を

乗じて得た額 

令第７条第１４号に掲げる施設 
 

Ａに 

０．０３１を

乗じて得た額 
 

  

 


